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はじめに 

 

 市民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、地方自治法の一部を改正する法律（平

成 15 年法律第 81 号）が平成 15 年 9 月 2 日に施行され、公の施設の管理について「指定管

理者制度」が導入された。 

 本市では、平成 15 年 11 月１日から供用を開始した上尾伊奈斎場つつじ苑に指定管理者

制度を最初に導入し、平成 28 年 4 月 1 日現在では 130 を超える施設で本制度による管理運

営を行っているところである。 

 本市における「指定管理者制度基本方針」は、平成 17 年に設置した「上尾市指定管理者

制度検討委員会」によって初版を策定し、平成 22 年 3 月に第２版を策定したが、行政サー

ビスに対する市民ニーズが多様化・高度化する一方、本市の財政状況が一段と厳しさを増

していくなど、指定管理者制度を取り巻く状況の変化に鑑み、また、総務大臣通知（平成

27 年 8 月 28 日行経第 29 号）や経済財政諮問会議総務大臣提出資料（平成 27 年 11 月 27

日）にあるとおり、民間委託等の積極的な活用による更なる業務改革の推進の必要性が国

により示されたことに伴い、第３版を策定することとした。 

なお、この第３版は、指定管理者制度の運用に当たり、想定される一般的な共通事務処

理事項を整理したものであり、必ずしもすべての施設に適用できるものではないため、本

制度の運用に当たっての細目等については、各施設の所管課が施設ごとに決定する必要が

ある。 
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Ⅰ 指定管理者制度の概要                    

 

１ 指定管理者制度とは 

  指定管理者制度とは、地方公共団体が設置する「公の施設」の管理運営を、民間企業・

NPO 等を含む団体（以下、「民間事業者」という。）に委ねることを可能とした地方自治法

上の制度である（地方自治法（以下「法」という。）第 244 条の 2 第 3 項）。 

  多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応するために、公の施設に民間事業者のノ

ウハウを活用し、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的と

している。 

 

指定管理者制度の特徴 

受託主体 法人その他の団体 

※法人格は必ずしも必要ではない。ただし、個人は不可 

法的性格 「管理代行」 

指定（行政処分の一種）により公の施設の管理権限の指

定を受けた者に委託するもの 

公の施設の管理権限 指定管理者が有する 

※「管理の基準」、「業務の範囲」は条例で定める 

 施設の使用許可 指定管理者が行うことができる 

 基本的な利用条件の設定 条例で定めることを要し、指定管理者はできない 

 指定管理者（受託者）の決

定 

議会の議決を経て決定 

公の施設の設置者としての責任 地方公共団体 

 利用者に損害を与えた場合 地方公共団体にも責任が生じる 

利用料金制度 採ることができる 

 

 

２ 公の施設とは 

公の施設は、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために地方公共団体

によって設置された施設」と定義されており（法第 244 条第 1 項）、また、地方公共団体は、

公の施設の設置及び管理に関する事項を条例（以下、「施設設置条例」という。）で定める

こととされている（法第 244 条の 2 第 1 項）。 

公の施設の主なものを例示すると、次のとおりである。 

○ レクリエーション・スポーツ施設 

   競技場、野球場、体育館、プール、ゴルフ場、宿泊休養施設等 

○ 産業振興施設 

   産業情報提供施設、展示場施設、開放型研究施設等 
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 ○ 基盤施設 

   駐車場、公営住宅、公園、水道施設、霊園・斎場等 

 ○ 文教施設 

   図書館、公民館、市民会館、文化会館等 

 ○ 社会福祉施設 

   特別養護老人ホーム、福祉・保健センター、保育所等 

一方で、地方公共団体が所有又は設置する施設であっても、前述の要件に該当しない施

設（庁舎、公営ギャンブル場、留置場等）は、公の施設には該当しない。 

 

３ 指定管理者制度導入の可否（個別法との関係） 

  法は公の施設の管理に関する一般法であり、学校、道路、河川等の一部の施設に係る個

別法に法と異なる定めがある場合は、当該個別法の規定が優先的に適用される。 

  例えば学校については、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）において「学校の設置者

は、その設置する学校を管理し」（同法第 5 条）とあることから、管理を行うのは設置者に

限られるのが同法の趣旨と解され、学校の管理を全面的に指定管理者に行わせることはで

きない。道路や河川についても各個別法に管理者が定められているため、同様である。 

  ただし、各個別法の所管省の通知によれば、指定管理者制度の導入が不可能な施設であ

っても、それに付随する一部の管理業務については、民間事業者等によって行うことが可

能であるとしている。学校を例にすると、清掃、警備、プールや体育館の保守、給食の調

理等の業務のほか、学校施設の時間外一般開放の管理等の業務が、また、道路や河川であ

れば、清掃や除草等などといった業務がそれに該当する。 

  具体的な制度の導入の可否あるいは制約等の有無については、各個別法及びその所管省

通知等を参照して判断する必要がある。 

 

４ 指定管理者の使用許可権限等 

  従来の管理委託では、公の施設が公共の利益のために多数の住民に対して均等に役務を

提供することを目的として設置されるものであり、平等利用の確保や差別的取扱いの禁止

が法で規定されていることから、公の施設の行政処分である使用許可については行政が行

うこととされていた。 

指定管理者制度においては、適正な管理を確保するための規定を整備した上で、施設設

置条例に定めることにより、公の施設の使用許可を行う権限を指定管理者に与えることが

可能となった。ただし、地方公共団体がその設置者としての責任で行う基本的な利用条件

の設定は、指定管理者にこれを行わせることはできず、管理の基準として施設設置条例で

定める必要がある。 

  また、使用料の強制徴収（法 231 条の 3 第 2 項）、行政財産の目的外使用許可（法 238 条

の 4 第 7 項）、使用料の減免（法 228 条第 1 項）など法令により地方公共団体の長のみが行

える権限については、指定管理者に行わせることはできない。 
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５ 指定管理者の業務 

 指定管理者が行う業務は、次の表のとおり分類する。施設の設置目的等を考慮し、必要に

応じて表内の業務から選択して協定書等に定めるものとする。  

区   分 内   容 

施設の設

置目的に

合致 

収入の種類と帰属※１ 

【
市
企
画
事
業
】 

管
理
行
為 

指定管理業務 

市が事業内容を具体的に定

め、指定管理者に実施させる

事業 

施設の清掃、警備、利用者への

施設貸出など 

○ 

使用料：市 

利用料：指定管理者 

提案事業 

市が概要を定めたうえで、具

体的な企画提案を指定管理者

に求め実施させる事業 

教室、講座、イベントなど 

○ 

使用料：市 

利用料：指定管理者 

事業収入（実費相当）：

経費負担者※２ 

【
任
意
事
業
】 

利
用
行
為 

自主事業 

指定管理者が企画提案し、市

の許可を得て、市企画事業の

実施を妨げない範囲におい

て、指定管理者の責任と費用

により実施する事業 

○ 

使用料：市 

利用料：指定管理者 

事業収入：指定管理者 

行政財産使用許可又

は貸付 

自動販売機や売店の設置など 

× 

行政財産使用料又は  

貸付料※３：市 

事業収入：指定管理者 

※１ 有料施設の利用の対価は、利用料金制を採用している施設は利用料、その他の施設は

使用料という。 

※２ 事業実施に伴う材料費等の実費相当分を指定管理料で負担する場合は市の収入とし、

指定管理者が負担する場合は指定管理者の収入とする。 

※３ 施設の目的外使用をする場合は、市が行政財産の使用許可又は貸付を行う必要がある。

貸付を原則とするが、施設に施設利用者のためのコピー機や印刷機などを設置する場

合は、行政財産の使用許可とする。 
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Ⅱ 指定管理者制度の導入・再選定                    

 

１ 施設のあり方の検討 

  指定管理者制度の導入の前提として、施設が「公の施設」として設置する合理的な理由

があるかどうかを検証する必要がある。 

  各施設の所管課は、各施設の管理状況や収支状況のほか、経費や税金の投入額などの運

営の効率性について調査分析するとともに、施設の必要性（社会経済情勢の変化など、所

期の設置目的に照らして、サービス需要や効果が乖離していないか）、代替不可能性（同種

の施設サービスが民間事業者により十分に提供されているなど、行政が競合して実施して

いないか）についても検証した上で、施設の存続（充実・現状維持・廃止）及び今後の運

営形態（直営・業務委託・指定管理者制度・民営化）について検討する。 

 

２ 指定管理者制度の導入の検討 

民間事業者の有するノウハウを広く活用することが有効であるという総務省通知（平成

15 年 7 月 17 日総行行第 87 号（以下「総務省通知」という。）（資料１））に鑑み、これまで

地方公共団体が担ってきたサービスにおいても、民間事業者により効果的かつ効率的なサ

ービス提供が行われている分野が増加している中にあっては、民間事業者の活用を図らな

い施設は、これまで以上にその説明責任が求められることとなる。少なくとも他の地方公

共団体における民間事業者の活用状況や、想定される民間事業者に対する参入の可能性の

確認などを十分に検討する。 

とりわけ、指定管理者制度の導入に当たっては、制度の目的が市民サービスの向上と経

費の節減が目的であることから、制度導入によって生じる効果について、以下に例示した

視点から十分な検証を行う。 

①  施設の設置目的を民間事業者による運営で達成することが可能である。 

   ② 施設運営に高度な公的責任が伴うなどの明確な理由がない。 

   ③ 開館日や開館時間の拡大など、サービスの充実が期待できる。 

   ④ 民間事業者のノウハウによって、経費の節減が期待できる。 

   ⑤ 利用料金による運営が可能な収益的施設である。 

  なお、指定管理者制度の導入の検討に当たっては、民間委託などによる更なる業務改革

の推進を求めている「平成 27 年 8 月 28 日付け総務大臣通知（資料 2）」、及びその対象業

務について地方交付税制度へのトップランナー方式の導入が明示されている「平成 27 年

11 月 27 日付け経済財政諮問会議総務大臣資料（資料 3）」に十分留意する。 

 

３ 利用料金制の検討 

利用料金制とは、公の施設の使用料を指定管理者の収入にさせることができる仕組みで

あり、指定管理者の経営努力の促進と、地方公共団体の会計事務の効率化を図ることを目

的としている。 



 

6 
 

  公の施設の使用料については、①指定管理者が利用料金として収受する（法 244 条の 2

第 8 項）、②地方公共団体が使用料を徴収する（法 225 条）、③指定管理者に使用料の徴収

を委託する（法施行令第 158 条第 1 項）の 3 通りの方法がある。 

  利用料金制を採用する場合は、利用者の増減が指定管理者による経営努力と関係がある

かなどを総合的に判断する。その際、想定外の利用者の減少、あるいは利益が過大となっ

た場合の取扱いについても募集要項に明記しておく必要がある。 

 

４ 利用料金等の見直し 

利用料金制を採用している指定管理施設は、上尾市手数料・使用料等の適正化に関する基

本方針に基づき、指定管理者の選定時期に合わせて利用料金等の見直しを行うものとする。 

 

５ 導入に伴う施設設置条例の制定・改正 

（１）制定・改正の時期 

  指定管理者に係る議決事項のうち、対象となる公の施設に係る施設設置条例の制定又は

改正については、公募の手続及び候補者の選定等に要する期間を考慮した上で、定例会へ

の条例案の提出時期を決定する。（提出の時期については、Ⅲ－1 公募の施設に係るスケジ

ュール例を参照） 

 

（２）施設設置条例で規定する事項  

  施設設置条例で規定する事項については、法第 244 条の 2 第 1 項において、「公の施設の

設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない」と規定されてお

り、施設の名称、所在、設置目的等の公の施設の設置及び管理に関する基本的事項を定め

る必要がある。 

また、同条第 4 項に規定されている指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の

基準及び業務の範囲その他必要な事項については、施設設置条例とは別に「指定管理者に

係る事項を定める条例」を制定する方法が一般的であるが、本市では、これら事項のうち、

指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項については、施設設置条例

で併せて定める方式を採用している。 

なお、指定管理者の指定の手続については、上尾市公の施設に係る指定管理者の指定の

手続等に関する条例（平成 17 年上尾市条例第 24 号。以下「手続条例」という）として、

全ての公の施設を対象とした通則的な条例を別に制定しているので、施設設置条例を新た

に制定又は改正する場合は、これに留意する。 

 

（３）類似した複数の公の施設の施設設置条例の制定 

  一般的に施設設置条例は、原則として公の施設ごとに制定されるべきものであるが、そ

れぞれの公の施設の目的や実情等を検証し、これらに共通性が認められる場合は、複数の

公の施設をまとめて一の条例とすることも可能である。 
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Ⅲ 指定管理者の選定                      

 

１ 公募の手続 

（１）公募・非公募の指定 

指定管理者の募集方法については、上尾市行政改革推進本部において指定するが、市民

への説明責任の観点から、候補者の選定における公平性や透明性を確保するとともに、競

争原理によるサービスの充実及び経費の節減のため、公募を原則とする。 

ただし、以下に掲げる理由に該当する場合は、非公募（随意指定）として特定の団体を

指定することができるが、指定管理者制度の趣旨を十分考慮した上で、相当の合理性が認

められる場合に限るものとする。 

① 現指定管理者の実績等から、継続して指定することが合理的かつ効果的と      

認められる場合 

② 指定管理者の変更によって、利用者又は周辺住民との信頼関係が悪化する  おそ

れがある場合 

③ 施設の設置目的や機能等の事情により公募に適さない場合 

④ その他特別の事情がある場合 

 また、指定管理者の公募・非公募の指定後、所管課は、速やかに市長決裁（行政経営部長

合議）により指定管理者の公募・非公募を決定する。 

 

（２）選定単位の設定  

  指定管理者の選定については施設ごとに行うことが原則だが、同じ予算科目（項）で計

上する施設が複数ある場合は、以下に掲げる施設について、一つの指定管理者による一体

的な管理運営を行うことができる。 

① 同種の施設 

サービスの充実及び経費の節減、管理運営の一体性の観点から、それらを一括して

管理することが適当と判断できる場合 

② 複合施設 

     施設設置条例の異なる複数の公の施設が、同一又は隣接の土地又は建物に設置され

るなど、施設間の相互連携による一体的な管理運営が合理的かつ効果的であると判

断できる場合 

 

（３）指定管理期間の決定  

  指定管理期間は原則 5 年とする。これは、指定管理者による管理運営の安定性、ＰＤＣ

Ａサイクルに基づく管理運営の習熟と質の向上、市の政策変更等による施設管理の見直し

への対応を考慮したことによるものである。 

  ただし、高度で専門的な知識や技術、あるいは高額備品や機器等を必要とする施設など

特別な理由があるときは、施設の特性等を考慮し、5 年以外の期間を設定することも可能
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とする。 

 

（４）公募の方法  

  指定管理者の公募に当たっては、審査方法やスケジュールをインターネット及び広報誌

を通して広く公表した上で、施設運営の方針や基準、業務の具体的範囲などの条件（期間

や金額等）を示す。なお、指定管理者は、業者登録の必要がないため、個人でなければど

のような事業者でも応募は可能であるが、「市内に事業所を置く者」などといった条件を付

すこともできる。 

  また、募集要項などに基づき現場説明会を開催するとともに、事業者の事務負担等を考

慮し、公募の期間を１か月程度設けることとする。 

  なお、指定管理者の選定に当たっては、原則として公募型プロポーザル方式により行い、

低廉な価格競争による施設の管理運営の質の悪化を回避するとともに、サービス向上によ

る利用者数の増加や安全対策、運営の効率化などが重要なポイントになる。 

 

（５）募集要項の作成 

  指定管理者の募集要項は、施設毎に以下の事項を記載し、行政経営部長に合議の上、市

長決裁により作成する。なお、その他細目については、業務仕様書等で明示することとす

る。 

   ① 施設の概要 

名称、所在地、建物概要、開設年月日、開館時間、休館日 

   ② 管理業務の範囲 

    ア 施設の管理運営に関すること 

    イ 施設設置条例で規定する設置目的を達成するための事業実施に関すること 

※その他細目として業務仕様書を添付。 

③ 指定管理期間 

④ 指定管理料 

財政課の査定後、指定期間の総額（消費税及び地方消費税額を含む）を公募額とし

て提示する。 

⑤ 利用料金の取扱い（利用料金制の有無） 

⑥ 災害発生時の対応 

⑦ 応募資格 

ア 応募要件等 

 施設を安全かつ円滑に管理運営し、安定的かつ健全な財務能力を有する法人等。

「市内に事業所を置く」といった条件を付すこともできる。 

イ 応募の制限 

次のいずれかに該当する法人等（グループの構成団体が該当する場合を含む。）

は、応募することができない。 
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(ア) 破産者で復権を得ない者 

(イ) 法施行令第 167 条の 4 第 2 項の規定により、本市における一般競争入札等

の参加を制限されている者 

(ウ) 法第 244 条の 2 第 11 項の規定により指定の取消しを受けたことがある者 

(エ) 国税及び地方税等を滞納している者 

(オ) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条及び民事再生法（平成 11 年

法律第 225 号）第 21 条の規定による更生・再生手続開始の申立てがなされ

た者 

(カ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）

第 2 条第 2 号に規定する暴力団及び暴力団又は構成員（暴力団の構成員で

なくなった日から 5 年を経過しない者を含む。）の統制下にある団体並びに

代表者等が暴力団の構成員等である者 

(キ) 市長、副市長、市議会議員若しくは指定管理者の候補者の選定の審査に関与

する市の職員又はそれらの配偶者が役員として属する法人等（市が出資し

ている法人その他財政支出等を行っている法人を除く。） 

(ク) 地方自治法第１８０条の５第１項に規定する市に設置する委員会の委員又

は委員（以下「委員等」という。）が代表者その他の役員である法人等（当

該施設の業務が当該委員等の職務に関するものでない場合を除く。） 

(ケ) 法人の役員（無限責任社員、取締役、執行役、監査役、これらに準ずべきも

のを含む。）が上記（カ）～（ク）に該当する者 

⑧  提出書類 

    ア 指定管理者指定申請書（規則第 1 号様式） 

    イ 法人登記簿謄本 

    ウ 印鑑証明書 

    エ 定款、寄付行為、規約又はこれらに類する書類 

    オ 企業又は団体の概要 

    カ 直近の決算報告書又は決算見込みを説明する書類 

    キ 事業計画書 

    ク 収支計画提案書及び事業提案書 

    ケ その他選定に必要な書類 

⑨  提出先 

⑩  提出期限 

⑪  選定方法 

    ア 1 次審査（書類審査） 

    イ 2 次審査（プレゼンテーション審査） 

    ウ 指定管理者の決定 

⑫  選定基準 
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（６）選定に関する手続 

① 候補者選定委員会の設置 

各施設の所管課は、上尾市公の施設の指定管理者候補者選定委員会条例（令和 3 年

3 月 26 日条例第 1 号）に基づき、指定管理者候補者選定委員会を設置することとし、

その所掌事務は指定管理者の候補者の選定に関することとする。 

選定委員は、外部委員を中心に本市職員も参加して構成し、特に財務関係書類等か

ら民間事業者の経営安定性等を判断できる委員を含むことが望ましい。ただし、施設

によって設置目的や選定基準、委員に求められる専門要素が異なるため、統一的な委

員会は設置せず、施設ごと若しくは所管ごとに設置する。 

      会議は、「審議会等の会議の公開に関する指針」（平成 13 年 11 月１日告示第 268

号）に基づき原則非公開とする。ただし、選定の過程及び結果は速やかに公表する。 

 

② 選定における審査の方法 

     審査の公平性を確保するため、審査時の各書類は、団体名を特定できないよう 

にマスキングするなど配慮した上で、応募団体からの提出書類、プレゼンテーシ 

ョンと質疑応答等により採点を行う。 

     なお、1 次審査を書類審査、2 次審査をプレゼンテーション審査とするのが一般的

であるが、他に最も適切な方法がある場合は、この限りでない。 

     審査項目は、施設ごとに設定することとし、施設の特色を踏まえ、市が指定管理

者の運営につき、どのような点を重視しているのかを明示する。 

     審査項目の配点については、提案価格の配点を過大に設定すると、価格重視の 

競争入札と性質が近似してしまうことに留意した上で、施設の設置目的や特色等を

十分に考慮して決定するとともに、最低制限点数を満点の 60％程度とするなど、す

べての応募団体の得点がその割合に満たない場合は、原則、再公募を行う。（あらか

じめ、1 団体の場合でも最低基準点に満たない場合は選定しない旨を記載する） 

     また、候補者選定委員会の報告後、所管課は候補者を決定し、速やかに市長決裁

（行政経営部長合議）を行う。 

 

③ 債務負担行為の設定 

     指定管理期間が複数年度にわたり、かつ、地方公共団体から指定管理者に対して

委託料を支出することが確実に見込まれる場合は、債務負担行為を設定する（平成

22 年 12 月 28 日総行経第 38 号総務省自治行政局長通知）。 

     債務負担行為は、財政課において予算議案として上程することから、所管課は、

予算要求時に債務負担行為見積書等を財政課に提出する。 

 

④ 指定管理者の指定 

     指定管理者の指定は、法第 244 条の 2 第 6 項の規定により、議会の議決を経て行

い、議決事項は、①公の施設の名称、②指定管理者となる団体の名称、③指定の期
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間等とする。 

     議決の結果によっては、選定した団体が指定管理者に指定されないことも想定さ

れるが、その場合は次点の団体を再度議会に諮る。ただし、否決の理由によっては

募集からやり直す必要もあるため、個別に判断する。 

     なお、指定管理者の指定及び不指定は「議会の議決を経て行われるべきものとさ

れている処分」に該当するため、不服申立ての対象とはならない（行政不服審査法

第 7 条第 1 項第 3 号） 

 

公募の施設に係るスケジュール例（4 月から業務を開始する場合） 

月 部局 候補者選定委員会 

5 
行政改革推進本部会（公募の決定）  

公募の市長決裁  

6 開会前の定例会各派代表者会議で報告 ※  

7 指定管理者の募集・説明会 第 1 回 説明会 

8 指定申請受付（1 か月）  

9 
 第 2 回（1 次：書類審査） 

 第 3 回（2 次：プレゼン審査） 

10 
 第 4 回（候補者の選定） 

市長決裁（候補者の選定）  報告 

11 候補者決定の通知  

12 
定例会 ・指定管理者の指定の議決 

    ・債務負担行為の設定 
 

1 指定書の交付・告示  

2-3 基本協定・年次協定締結  

※ 同定例会で条例改正する場合は、代表者会議では報告せず、本会議の担当部 

長細部説明等で公募する旨を説明する。 

 

２ 非公募の手続 

  事業者等から指定管理者指定申請書の提出を受け、申請書類（事業報告書、収支計画書、

自主事業計画書）、これまでのモニタリング結果、財政関係書類、自主事業の実施状況等、

総合的な見地から当該事業者等が指定管理者として妥当かどうかを審査することとする。

候補者の選定以降は、公募の手続と同様である。 
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非公募の施設に係るスケジュール例（４月から業務を開始する場合）  

月 部局 

5 
行政改革推進本部会（非公募の決定） 

非公募の市長決裁 

6 開会前の定例会各派代表者会議で報告 ※ 

7  

8 指定申請書受理 

9 書類等審査 

10 市長決裁（候補者の選定） 

11 候補者決定の通知 

12 
定例会 ・指定管理者の指定の議決 

    ・債務負担行為の設定 

1 指定書の交付・告示 

2-3 基本協定・年次協定締結 

※ 同定例会で条例改正する場合は、代表者会議では報告せず、本会議の担当部長細部

説明等で非公募とする旨を説明する。 

 

Ⅳ 議決後の手続                        

 

１ 指定の通知及び告示 

  指定管理者の候補者について議会の議決があったときは、速やかに指定管理者に指定（市

長決裁）し、遅滞なくその旨を告示するとともに、指定管理者に通知する。 

  選定結果は、提案の概要や講評等とともに議決後に速やかに公表する。 

  ただし、公表する提案書については、事業者の知的財産を保護する観点から概要のみと

するが、事業者の公表に対する事前の了解を要するものとする。また、応募団体名は対象

団体に告知しない限り、公表することはできないものとする（上尾市個人情報保護条例［平

成 11 年 12 月 28 日条例第 30 号］第 7 条第 3 号）。 

  なお、指定管理者の募集終了後も、次回の選定に向けた応募者の準備や、住民による評

価に資するため、募集要項、業務仕様書、選定結果、提案の概要、講評等を継続的に公表

することが望ましい。 

 

２ 協定の締結 

  本市と指定管理者は、条例の規定に基づき、「基本協定書」と「年次協定書」の 2 つの協

定を締結し、募集要項や業務仕様書等に定められた要件で補うことができない細目的事項

について盛り込むとともに、その補えない業務や想定していなかった事態に対して、指定

管理者へ丸投げすることのないよう配慮する。 
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  なお、基本協定書に記載する内容を例示すると、以下のとおりである。 

   ① 基本協定の目的 

   ② 管理する施設の概要 

   ③ 指定の期間 

   ④ 管理業務 

 ⑤ 提案事業 

⑥ 自主事業 

  ⑦ 責任とリスクの分担 

⑧ 災害等の措置 

⑨ 責任者の配置 

   ⑩ 事業計画及び管理経費 

   ⑪ 利用料金 

   ⑫ 再委託及び権利譲渡の禁止 

   ⑬ 個人情報保護 

⑭ 情報公開 

⑮ 損害賠償の義務 

⑯ 事業報告書 

   ⑰ 指定の取消 

   ⑱ 施設の修繕、備品等の購入 

   ⑲ 事故報告    

⑳ 指導及び助言、事業協力 

   ㉑ 協定変更 

   ㉒ その他必要な事項 

  また、年次協定書に記載する内容については、以下のとおりである。 

   ① 年次協定の目的 

   ② 当該年度の業務内容 

③ 当該年度の指定管理料、支払方法 

   ④ 疑義等の決定 

  その他、募集要項及び業務仕様書と提案書等に矛盾や差異がある場合、協定に定めのな

い事項及び協定に関し疑義が生じた場合は、互いに誠意をもって協議を行い決定すること

を協定書に明記する。 

 

３ 再委託について 

  指定管理者として指定を受けた団体が、運営上の必要性から、さらに他の民間事業者に

業務を委託（再委託）しても差し支えないが、原則として、再委託は指定管理施設の管理

に係る業務の主たる部分を除く業務（清掃、警備等の個々の具体的なもの）に限って認め

る。 

なお、前段で原則とした業務の範囲を超えて再委託契約を締結するときは、指定管理者
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から事前に承認申請書を提出させ、承認し、承認書を発行するなど、必ず書面による手続

を行うこと。 

 

Ⅴ 指定管理者に対する評価              

１ 事業評価について 

  指定管理者は、毎年度終了後、公の施設の管理業務について事業報告書を作成し、本市

に提出しなければならない（法第 244 条の 2 第 7 項）。事業報告書は、翌年度 4 月末日まで

に提出することが一般的だが、条例等に期日が定められている場合はこの限りではない。

事業報告書に記載する事項は、手続条例第 5 条に以下のとおり規定している。 

   ① 指定管理業務の実施状況に関する事項 

   ② 利用状況に関する事項 

   ③ 利用料金の収入の実績に関する事項 

   ④ 指定管理業務に係る経理の状況に関する事項 

   ⑤ その他、公の施設の管理の状況を把握するために必要な事項 

また、実施状況の分析と課題の把握を行い、次年度以降の事業に反映することが求めら

れるため、利用者や地域住民に対してアンケート調査を実施し、その調査結果を事業報告

書に盛り込むこと。 

 

２ モニタリングについて 

指定管理者による公共サービスの履行に関し、条例、規則及び協定書等に従い、適切か

つ確実に公共サービスが実施されているかを確認するとともに、市が示したサービス水準

を満たしているかを評価するため、モニタリングを実施すること。 

モニタリングは、その性質上、指定管理者、施設所管課のほか、市職員以外の構成員を

含む第三者機関において行うことが望ましいが、委員会等の既存の機関を活用して実施す

ることも可能である。 

※各所属においてモニタリングマニュアルを作成する際は、青少年課が作成した「上尾

市児童館指定管理者制度モニタリングマニュアル」（平成 27 年 6 月 1 日改訂版）を参照さ

れたい。 

 

３ 労働環境の確認 

  指定管理者と本市とが締結する協定は、上尾市公契約に係る労働環境の確認に関する要綱

（令和 3 年 10 月 26 日市長決裁）における労働環境の確認を行う契約の対象となるため、この

旨を、募集のとき（非公募の場合は指定管理者指定申請書の提出のとき）に通知すること。 

また、基本協定書及び年度協定書にも、この要綱の対象となること、労働環境確認書及び支

払賃金報告書を提出の提出が必要となることを記載し、提出された労働環境確認書及び支払賃

金報告書の内容を確認、保存するとともに、その写しを契約検査課へ提出すること。 
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４ 事業評価及びモニタリングの活用について 

指定管理者制度のＰＤＣＡサイクル 

  

事業報告及びモニタリングは、いずれも指定管理者制度におけるＰＤＣＡサイクルを実

施するための重要な手段であり、当該施設における次期期間の指定や、他の公の施設の指

定に係る判断のための参考資料として活用する。なお、第三者機関によるモニタリングを

実施している施設は、その実施時期を考慮し中間評価を、既存の機関を活用してモニタリ

ングを実施している施設は、年間の評価をそれぞれ用いることとする。 

 

Ⅵ その他                           

 

１ 監査について 

  指定管理者に対して実施する監査は、監査委員によるものであり、監査委員が必要であ

ると認めるとき又は長の要求があるときは、指定管理者による公の施設の管理の業務に係

る出納その他の事務の執行について、行うことができる（法第 199 条第 7 項）。   

ただし、設置者たる本市の事務を監査する際に必要があれば、指定管理者に対して出頭

を求め、管理の業務だけでなく経営全般にわたる出納その他の事務について調査し、又は

帳簿書類その他の記録の提出を求めることができる。 

また、法第 98 条の規定により、議会から監査委員に対して地方公共団体の事務に関する

監査の要求があった場合も、同様である。 

 

２ 指定管理者の統合及び法人格の変更等の対応ついて 

  指定管理者が指定管理期間中に他団体との統合等により法人格が変更になるような場合

（計画） （実行）

（改善） （評価）

Ｐ

Ａ

Ｄ

Ｃ

○指定管理者制度基本方針

○施設のあり方の検討

○指定管理者の選定

●年間事業計画の策定

○インセンティブの付与

●施設の管理運営

●自主事業の実施基本協定

年次協定

○モニタリングの実施

●事業評価の実施

（第三者による評価の実施）

○モニタリングのフィードバック

○改善の指導・助言

●次年度事業計画の検討

○は市が行うもの

●は指定管理者が行うもの
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には、従来の指定管理者の残期間について、統合後の団体を指定管理者として再度指定す

ることができる。 

  例えば、現在、指定管理者である団体が他団体に吸収され、名称等の変更及び事業内容

や財務内容等に変更が生じる場合には、再度指定が必要となる。逆に、他団体を吸収して

名称等も変更されず同一性が認められる場合には、再度指定は必要ない。このように、統

合前後で団体としての同一性が認められるかどうかが判断のカギとなる。 

  同様の理由により、現在、指定を受けている公益財団法人が公益認定を取り消し、又は

取り消され、一般財団法人へ移行したとしても、団体としての同一性が移行後においても

認められる場合は、再度指定を行う必要はない。 

  なお、指定管理者は、再度指定が必要となる場合、速やかに指定取消しの申出を提出し

なければならず、また、施設所管課はそれを行政改革推進本部に諮る必要がある。（Ⅲ-1 公

募の施設に係るスケジュール例を参照） 

 

３ 指定管理者の指定後に告示が必要となるケースについて 

①指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地の変更があったとき 

②指定管理者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地の変更があったとき 

③指定管理者の指定期間の変更があったとき 

④指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止をするとき 

 

※②の場合、指定管理者は、変更事項届出書（規則第２号様式）を速やかに市長に届け出

なければならない。 
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【参 考】                              

資料１ 

資料１ 総務省自治行政局長通知（平成 15 年 7 月 17 日総行行第 87 号）（抜粋） 

 

第 2 公の施設の管理に関する事項 

今般の改正は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民

間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とする

ものであり、下記の点に留意のうえ、公の施設の適正な管理に努められたいこと。  

1 指定管理者に関する事項 

（1）今般の改正により導入される指定管理者制度は、地方公共団体が指定する法人その他の団体に

公の施設の管理を行わせようとする制度であり、その対象は民間事業者等が幅広く含まれるも

のであること。（第 244 条の 2 第 3 項関係） 

（2）地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、指定管理者に使用の許可を行わせることが

できるものであるが、使用料の強制徴収（第 231 条の 3）、不服申立てに対する決定（第 244 条

の 4）、行政財産の目的外使用許可（第 238 条の 4 第 4 項）等法令により地方公共団体の長のみ

が行うことができる権限については、これらを指定管理者に行わせることはできないものであ

ること。（第 244 条の 2 第 3 項関係） 

（3）指定に当たって議決すべき事項は、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称、指

定管理者となる団体の名称、指定の期間等であること。（第 244 条の 2 第 6 項関係） 

2 条例で規定すべき事項 

（1）指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項は条

例で定めることとされており、その具体的な内容は以下のとおりであること。（第 244 条の 2 第

4 項関係） 

①「指定の手続」としては申請の方法や選定基準等を定めるものであること。なお、指定の申請

に当たっては、複数の申請者に事業計画書を提出させることとし、選定する際の基準としては

例えば次のような事項を定めておく方法が望ましいものであること。 

ア 住民の平等利用が確保されること。 

イ 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られる

ものであること。 

ウ 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力、人的能力を有していること。  

②「管理の基準」としては、住民が当該公の施設を利用するに当たっての基本的な条件（休館日、

開館時間、使用制限の要件等）のほか、管理を通じて取得した個人に関する情報の取扱いなど

当該公の施設の適正な管理の観点から必要不可欠である業務運営の基本的事項を定めるもの

であること。 

③「業務の範囲」としては、指定管理者が行う管理の業務について、その具体的範囲を規定する

ものであり、使用の許可まで含めるかどうかを含め、施設の維持管理等の範囲を各施設の目的
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や態様等に応じて設定するものであること。 

（2）旧法第 244 条の 2 第 4 項及び第 5 項と同様、指定管理者制度においても、利用料金を当該指

定管理者の収入として収受させることができることとし、当該利用料金は、公益上必要がある

と認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとしているこ

と（第 244 条の 2 第 8 項及び第 9 項関係）。 

（3）指定管理者に支出する委託費の額等、細目的事項については、地方公共団体と指定管理者の間

の協議により定めることとし、別途両者の間で協定等を締結することが適当であること。  

3 適正な管理の確保等に関する事項 

（1）「事業報告書」においては、管理業務の実施状況や利用状況、料金収入の実績や管理経費等の

収支状況等、指定管理者による管理の実態を把握するために必要な事項が記載されるものであ

ること。（第 244 条の 2 第 7 項関係） 

（2）清掃、警備といった個々の具体的業務を指定管理者から第三者へ委託することは差し支えない

が、法律の規定に基づいて指定管理者を指定することとした今回の制度の趣旨にかんがみれば、

管理に係る業務を一括してさらに第三者へ委託することはできないものであること。  

（3）指定管理者が通じて取得した個人情報については、その取扱いについて十分留意し、「管理の

基準」として必要な事項を定めるほか、個人情報保護条例において個人情報の保護に関して必

要な事項を指定管理者との間で締結する協定に盛り込むことを規定する等、必要な措置を講ず

べきものであること。また、指定管理者の選定の際に情報管理体制のチェックを行うこと等に

より、個人情報が適切に保護されるよう配慮されたいこと。 

その際、「地方公共団体における個人情報保護対策について」（平成 15 年 6 月 16 日付け総行

情第 91 号総務省政策統括官通知）の内容を十分に踏まえて対応されたいこと。 

4 その他 

道路法、河川法、学校教育法等個別の法律において公の施設の管理主体が限定される場合には、指

定管理者制度を採ることができないものであること。 
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資料２ 

資料２ 総務大臣通知（平成 27 年 8 月 28 日行経第 29 号）(抜粋) 

 

 

各都道府県知事 

各都道府県議会議長 

各指定都市市長 

各指定都市議会議長  殿 

総務大臣 山 本 早 苗 

（ 公 印 省 略 ） 

 

地方行政サービス改革の推進に関する留意事項について 

 

地方公共団体においては、人口減少・高齢化の進行、行政需要の多様化など 

社会経済情勢の変化に一層適切に対応することが求められております。 

国・地方を通じた厳しい財政状況下においても、引き続き質の高い公共サー 

ビスを効率的・効果的に提供するためには、ＩＣＴの徹底的な活用や、民間委  

託等の推進などによる更なる業務改革の推進が必要です。 

このため、今般、平成27 年6月30 日に閣議決定された「経済財政運営と改 

革の基本方針2015」等を踏まえ、総務省において別添のとおり「地方行政サー 

ビス改革の推進に関する留意事項」を策定いたしました。 

各地方公共団体におかれましては、この留意事項を参考として、積極的に業 

務改革に努められますようお願いします。 

各都道府県におかれましては、貴都道府県内の指定都市を除く市区町村長及 

び市区町村議会議長に対しても、本通知について周知していただくとともに、  

適切な御助言をお願いします。 

なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じ 

て、各市区町村に対して、本通知についての情報提供を行っていることを申し  

添えます。 
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地方行政サービス改革の推進に関する留意事項 

平成27 年8月28 日 

総務省 

人口減少・高齢化が進行し、地方財政も依然として厳しい状況にある中で、 

地方公共団体は、衆議院及び参議院両院における「地方分権の推進に関する決  

議」以来、20 年にわたる第1次・第2次地方分権改革による成果を活用し、社 

会保障、子育て支援、教育、社会資本整備など多様化し増大する住民ニーズに  

的確に対応することが求められている。 

これまでも、地方公共団体においては、「地方公共団体における行政改革の推  

進のための新たな指針」（平成17 年3月29 日付け総務事務次官通知）や「電子 

自治体の取組みを加速するための10 の指針」（平成26 年3月24 日総務省自治 

行政局地域情報政策室）等に基づき積極的に行政改革等に取り組み、事務・事  

業の民間委託、給与・旅費等に関する事務の集中化・アウトソーシング、指定  

管理者制度の活用等、その取組は着実に進展してきた。また、近年、窓口業務  

のアウトソーシングなどの新たな取組も見られるほか、クラウド導入市区町村  

の数も550 団体に上っている。（平成26 年4月１日現在） 

しかしながら、依然として厳しい地方財政の状況など地方公共団体における 

経営資源の制約が強まってきている一方で、少子高齢化等を背景とした行政需  

要は確実に増加することが見込まれ、このような状況下においても質の高い公  

共サービスを引き続き効率的・効果的に提供するためにはより一層の取組が必  

要となっている。 

また、民間事業者の提供するサービスが日々進化をとげている中で、地方公 

共団体においてもクラウド化等の取組が推進され、システムコストの圧縮等が  

進められているほか、住民の利便性向上のための総合窓口やコンビニにおける  

証明書交付、社会保障・税番号制度の導入など、行政事務や行政サービスにお  

けるＩＣＴの役割は今後ますます高まるものと考えられる。 

これらの状況を踏まえれば、今後、地方公共団体においては、ＢＰＲ（Business 

Process Re-engineering）の手法及びＩＣＴを徹底的に活用して業務の標準化・ 

効率化に努めるとともに、民間委託等の積極的な活用等による更なる業務改革  

の推進が必要であり、そこで捻出された人的資源を公務員が自ら対応すべき分  

野に集中することが肝要である。 

このため、平成27 年6月30 日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基 

本方針2015」（以下「基本方針2015」という。）等を受け、以下に地方行政サー 

ビス改革を推進するに当たっての留意事項を示し、これを参考として、各地方  

公共団体においてより積極的な業務改革の推進に努めるよう地方自治法第252 

条の 17 の 5 に基づき助言するものである。 
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資料３ 

資料３ 経済財政諮問会議総務大臣提出資料（平成 27 年 11 月 27 日）（抜粋） 
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資料４ 

資料４ 総務省自治行政局長通知（平成 22 年 12 月 28 日） 
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資料５ 

資料５ 総務省自治行政局長通知（平成 29 年 4 月 25 日） 
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資料６ 上尾市の公の施設一覧（令和３年 4 月１日現在）        資料６ 

指定管理者制度を導入している公の施設  

№  施設の名称  所管課  利用料金制  指定期間  

1 上尾市文化センター  市民協働推進課  ○  ５年間  

2 上尾市コミュニティセンター  市民協働推進課  ○  ２年間  

3 イコス上尾  市民協働推進課  ○  ５年間  

4 上尾市児童館アッピーランド  青少年課  ○  ５年間  

5 上尾市児童館こどもの城  青少年課  ○  ５年間  

6 上尾市身体障害者福祉センター  

ふれあいハウス  
障害福祉課  ○  ５年間  

7 上尾市障害福祉サービス事業所  

かしの木園  
障害福祉課  ○  ５年間  

8 上尾市老人福祉センター  

ことぶき荘  
高齢介護課  ○  ５年間  

9 上尾市立養護老人ホーム恵和園  高齢介護課  ○  ５年間  

10 上尾伊奈斎場つつじ苑  環境政策課  × ５年間  

11 瓦葺ふれあい広場  環境政策課  × ５年間  

12 上尾市健康プラザわくわくランド  西貝塚環境センター  ○  ５年間  

13 都市公園（143 か所一括指定）  みどり公園課  ○  ５年間  

14 上尾丸山公園  

上尾市自然学習館  

上尾市バーベキュー場  

みどり公園課  ○  ５年間  

15 戸崎公園  みどり公園課  ○  ３年間  

16 上尾市民体育館  スポーツ振興課  ○  ５年間  

 

直営の公の施設 

№ 施設の名称 所管課 № 施設の名称 所管課 

1 再開発住宅 施設課 21 平日夜間及び休日急患診療所 健康増進課 

2 コミュニティ住宅 施設課 22 原新町自転車駐車場 交通防犯課 

3 青少年センター 青少年課 23 自転車駐車場あげおサイクル

ポート南 

交通防犯課 

4 上尾保育所 保育課 24 アグリプラザ平塚 農政課 

5 原市保育所 保育課 25 プラザ２２ 商工課 

6 西上尾第一保育所 保育課 26 平方幼稚園 教育総務課 

7 上尾西保育所 保育課 27 上尾公民館 生涯学習課 

8 あたご保育所 保育課 28 上平公民館 生涯学習課 
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9 かわらぶき保育所 保育課 29 平方公民館 生涯学習課 

10 大谷保育所 保育課 30 原市公民館 生涯学習課 

11 大石保育所 保育課 31 大石公民館 生涯学習課 

12 小敷谷保育所 保育課 32 大谷公民館 生涯学習課 

13 原市南保育所 保育課 33 市民ギャラリー 生涯学習課 

14 緑丘保育所 保育課 34 市役所ギャラリー 生涯学習課 

15 上平保育所 保育課 35 原市集会所 生涯学習課 

16 畔吉保育所 保育課 36 畔吉集会所 生涯学習課 

17 子育て支援センター 子ども支援課 37 平方スポーツ広場 スポーツ振興課 

18 つくし学園 発達支援相談センター 38 平方野球場 スポーツ振興課 

19 東保健センター 健康増進課 39 平塚サッカー場 スポーツ振興課 

20 西保健センター 健康増進課 40 図書館 図書館 
   

41 図書館瓦葺分館集会室 図書館 
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